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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年６月２２日 ０８時１０分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市壱岐島西方沖 

戸屋
と や

三等三角点から真方位２８８°１.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°４６.８′ 東経１２９°３６.６′） 

事故の概要  漁船第三陽報
ようほう

丸は、南進中、漁船第二八起
や お き

丸は、漂泊中、両船が衝

突した。 

 第二八起丸は、船長が負傷し、左舷部外板に破損を生じ、また、第

三陽報丸は、船首部外板にペイント剝離を生じた。 

事故調査の経過  令和元年６月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三陽報丸、１８トン 

   ＮＳ２－１６９５２（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.０１ｍ（Lr）×４.２３ｍ×１.６１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５７３.６９kＷ、昭和６３年１２月２４日 

第２９０－４５０６６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第二八起丸、３.４トン 

ＮＳ３－７２７７４（漁船登録番号）、個人所有 

９.５８ｍ（Lr）×２.２７ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６０年５月２７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年７月１４日 

    免許証交付日 平成２９年９月６日 

           （令和５年４月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年４月２３日 

    免許証交付日 平成２８年２月１日 

           （令和３年７月１０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板にペイント剝離 

Ｂ 左舷部外板に破損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、水温 ２

２℃ 

 壱岐市には、令和元年６月２２日０４時０２分に強風注意報が発表

されており、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、波が高くなったのでいか
．．

釣り漁

の操業をすることをやめて帰港することとし、令和元年６月２２日０

４時００分ごろ長崎県佐世保市神崎漁港に向けて同県対馬市対馬東方

沖の漁場を出発した。 

 船長Ａは、壱岐島西方沖において、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛

け、６Ｍレンジ及び１Ｍレンジで表示させたレーダー及び目視により

見張りを行い、約１０ノットの対地速力で自動操舵により南進してい

た。 

船長Ａは、進路方向に他の船舶を見掛けず、波高１.５～２.０ｍの

波を受けて船首が左右に振られていたので船首方を見通せていると思

い、航行を続けていたところ、船首部の両側にＢ船の船首及び船尾を

認め、主機を中立運転とし、０８時１０分ごろ船体に衝撃を感じ、Ａ

船の船首部とＢ船の左舷部が衝突した。 

船長Ａは、前部甲板に移動し、船首方に転覆しているＢ船及び海面

で叫んでいる船長Ｂを認め、船長ＢをＡ船に引き揚げ、海上保安庁に

本事故の発生を通報した。 

 Ａ船は、巡視艇が来援した後、壱岐市郷
ごう

ノ浦港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、一本釣りの目的で、０６時００

分ごろ壱岐島西方沖の漁場に向けて郷ノ浦港を出港した。 

船長Ｂは、壱岐島西方沖で釣果を求めながら漁場を移動し、魚群探

知機に魚影の反応を認めたので、スパンカを船尾部に展張した状態で

船首を北東に向けて主機を中立運転として、漂泊を始めた。 

船長Ｂは、周囲を見て他船がいないことを確認し、携帯電話により

漁の状況について僚船船長と通話を行い、後部甲板の右舷側で仕掛け

を降ろすとすぐに魚が掛かったので、釣り糸を引き揚げたり緩めたり

しながら仕掛けを引き揚げていたところ、衝撃音を聞き、左舷側が持

ち上がって転覆した。 

船長Ｂは、海面に浮上して、Ｂ船とＡ船とが衝突したことを知り、

泳いでＡ船に近づいて、Ａ船から降ろされたロープに掴
つか

まってＡ船に

乗った。 

船長Ｂは、Ａ船で郷ノ浦港に運ばれた後、自ら病院に行って受診し

たところ、胸椎捻挫と診断された。 



- 3 - 

Ｂ船は、Ｂ船が所属する漁業協同組合により手配した引船にえい
．．

航

されていたところ、１２時５８分ごろ沈没した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の操舵

室船首側、写真３ Ｂ船、写真４ 転覆したＢ船 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、操縦席からは正船首左舷約１４°から右舷約８°までの

範囲に死角を生じるので、ふだん、舵を使って船首を左右に約１０°

～２０°振ることで、船首方の死角を補って見張りを行っていた。 

船長Ａは、レーダーの海面反射の影響を少なくするように感度を下

げていたので、レーダーでＢ船らしき映像を確認できなかったのでは

ないかと思った。 

船長Ｂは、後部甲板の右舷側で座って釣りを行うと、操舵室で左舷

船首方が見えにくい状況であった。 

船長Ｂは、ふだん、漂泊中のＢ船に向かって接近する他船を見つけ

ると、主機を使用して他船を避けるように努めていたが、釣りを開始

する前、周囲に他船が見えなかったので、１０分間程度周囲を見ずに

釣りを行っていた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、壱岐島西方沖において、船首方に死角が生じた状態で南進

中、船長Ａが、波を受けて船首が左右に振られていたので船首方を見

通せていると思い、船首方に死角が生じた状態で航行を続けたことか

ら、漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、壱岐島西方沖において、船首を北東方に向けて操業しなが

ら漂泊中、船長Ｂが、後部甲板の右舷側に座り、操舵室で左舷船首方

が見えにくい状況で仕掛けを引き揚げることに意識を向けていたこと

から、Ｂ船に向かって来るＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、壱岐島西方沖において、Ａ船が船首方に死角が生じた状

態で南進中、Ｂ船が船首を北東方に向けて操業しながら漂泊中、船長

Ａが、波を受けて船首が左右に振られていたので船首方を見通せてい

ると思い、船首方に死角が生じた状態で航行を続け、また、船長Ｂ

が、操舵室で左舷船首方が見えにくい状況で仕掛けを引き揚げること

に意識を向けていたため、互いに接近していることに気付かず、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船首方に死角を生じているときは、船首を左右に振るなど死角を
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補う見張りを行いながら航行すること。 

 ・レーダーによる見張りは、他船の映像が映るように適切に感度 

又は映像の状態に応じて海面反射除去等による調整を行って有効

に活用すること。 

 ・周囲にいる他の船舶との衝突を避けられるよう、漂泊中において

も、常時適切な見張りを行うこと。 

 ・救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

壱岐島 

神崎漁港 

長崎県 

対馬 

長崎県 

壱岐市 

事故発生場所 

（令和元年６月２２日 

 ０８時１０分ごろ発生） 

× 

郷ノ浦港 

戸屋三等三角点

Ａ船 
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海上保安庁提供 

写真１ Ａ船 

写真３ Ｂ船 

写真２ Ａ船の操舵室船首側 

写真４ 転覆したＢ船 

写真１ Ａ船 

本事故当時、船長Ｂがいた場所 


